
別表(第3条関係) 
 
工事区分 標準工事範囲 標準外工事例 
受信機設置

工事 
・1分岐器又は2分配器1台の設置工事(CATVサー

ビス等既加入の場合) 
・延長20mまでの宅内配線工事(収容管設置を除

く。) 
・受信機本体設置工事(電源は既設コンセント

から供給) 
・その他標準で必要とする工事 

・配線収容管設置工事 
・延長20mを超える宅内配線工事 
・受信機本体への電源供給(コンセント新設)工

事 
・補償増幅器及びそれに必要となる無停電装置

等設置工事 
・外部スピーカー設置工事 
・その他標準外の特殊な工事 

引込工事 ・伝送設備からの分岐工事 
・告知放送用帯域フィルター設置工事 
・電柱添架工事 
・建物等への屋外ケーブル引留工事 
・延長80mまでの屋外ケーブル敷設工事(地中収

容管設置工事を除く。) 
・保安器設置工事 
・その他標準で必要とする工事 

・延長80mを超える屋外ケーブル敷設工事及び

超える範囲の電柱添架工事等 
・ケーブル地中収容管設置工事 
・延長増幅器及びそれに必要となる無停電装置

等設置工事 
・その他標準外の特殊な工事 

※吉備中央町告知放送条例施行規則より抜粋 

 


